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今
般
の
国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
等
に
係
る
不
適
正

事
案
を
踏
ま
え
、
対
象
者
が
平
成
１７
年
度
分
の
免
除
等

の
申
請
に
つ
い
て
不
利
益
を
被
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、

免
除
等
の
申
請
期
間
が
延
長
さ
れ
ま
し
た
。

国
民
年
金
保
険
料

●
全
額
免
除
・
半
額
免
除
・
納
付
猶
予
に
つ
い
て
…
…

▼
承
認
期
間＝

平
成
１７
年
４
月
〜
１８
年
６
月
ま
で

学
生
納
付
特
例
申
請

▼
承
認
期
間＝

平
成
１７
年
４
月
〜
１８
年
３
月
ま
で

▼
必
要
な
も
の＝

年
金
手
帳
、
印
か
ん
、
離
職
を
事
由

と
す
る
免
除
の
場
合
は
、
離
職
票
や
退
職
証
明
書
（
コ

ピ
ー
可
）

・
学
生
特
例
申
請
を
受
け
る
場
合
は
、
学
生
証
又
は
在

学
証
明
書

※
代
理
人
申
請
の
場
合
は
、
委
任
状
が
必
要
と
な
り
ま

す
。

※
委
任
状
が
な
く
、
代
理
人
が
世
帯
主
や
配
偶
者
以
外

の
人
で
あ
る
場
合
、
ご
本
人
確
認
が
必
要
と
な
り
ま

す
。（
運
転
免
許
証
や
健
康
保
険
証
な
ど
）

▼
申
請
期
限＝

１０
月
３１
日
�

▼
申
請
・
問
い
合
せ
先＝

保
険
課

国
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�
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４

１１００
月月
かか
らら
現現
況況
届届
がが
廃廃
止止
ささ
れれ
まま
すす

住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
活
用
し
、
受
給
者

か
ら
の
現
況
届
（
は
が
き
）
を
廃
止
す
る
サ
ー
ビ
ス
が

１０
月
か
ら
ス
タ
ー
ト
（
１２
月
生
ま
れ
の
人
か
ら
省
略
の

対
象
）
し
ま
す
。

住
基
コ
ー
ド
を
活
用
す
る
た
め
、
現
況
届
の
廃
止
は

住
民
票
コ
ー
ド
収
録
者
と
な
り
ま
す
が
、
住
民
票
コ
ー

ド
が
確
認
で
き
な
い
人
に
つ
い
て
は
、
１８
年
１０
月
以
降
、

随
時
、
社
会
保
険
庁
か
ら
住
民
票
コ
ー
ド
を
確
認
で
き

な
か
っ
た
旨
の
お
知
ら
せ
を
送
付
す
る
予
定
で
す
。
ま

た
、
加
給
年
金
額
を
受
け
ら
れ
る
か
ど
う
か
の
生
計
維

持
の
確
認
が
必
要
な
人
に
つ
い
て
は
、
社
会
保
険
庁
か

ら
送
付
す
る
「
生
計
維
持
確
認
届
」
が
必
要
で
す
。
障

害
の
程
度
の
確
認
に
つ
い
て
は
、
医
師
に
よ
る
診
断
書

が
必
要
な
た
め
、
社
会
保
険
庁
か
ら
送
付
す
る
診
断
書

の
提
出
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

窓
口
で
払
う
一
部
負
担
金

老
人
保
健
で
お
医
者
さ
ん
に
か
か
っ
た
と
き
に
自
分
で
支
払

う
費
用
（
一
部
負
担
金
）
は
外
来
（
在
宅
医
療
を
含
む
）・
入

院
と
も
、
か
か
っ
た
費
用
の
１
割
で
す
。

平
成
１８
年
１０
月
か
ら
現
役
並
み
の
所
得
が
あ
る
人
の
自
己
負

担
は
、
２
割

か
ら
３
割
に

な
り
ま
す
。

お
医
者
さ
ん
の
か
か
り
方

保
険
証
・
医
療
受
給
者
健
康
手
帳
を
忘
れ
ず
に
！

お
医
者
さ
ん
に
か
か
る
と
き
は
、
保
険
証
・
医
療
受
給
者
証
・

健
康
手
帳
を
窓
口
に
提
出
し
ま
す
。

こ
の
う
ち
医
療
受
給
者
証
に
は
、「
１
割
」
又
は
「
３
割

（
平
成
１８
年
９
月
３０
日
ま
で
は
２
割
）」
と
自
己
負
担
の
割
合
が

記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
保
険
証
と
一
緒
に
忘
れ
ず
に
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
せ
先＝

保
険
課

国
保
年
金
係

�
�
９
１
３
４

■
保
険
を
取
り
扱
っ
て
い
る
お
医
者
さ
ん
に
行
き
ま
す
。

�

■
窓
口
に
保
険
証
・
医
療
受
給
者
証
・

健
康
手
帳
の
３
つ
を
提
出
し
ま
す
。

�

■
診
療
を
受
け
ま
す
。�

■
費
用
（
一
部
負
担
金
）
を
支
払
い
ま
す
。
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